
みなのの森林整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第１条 みなのの森林整備事業補助金（以下「補助金」という。)は、森林の持

つ多面的な機能を持続的に発揮していくため、国や県の造林補助事業等の事

業案件に該当しない小規模な森林や住民の日常生活に密接な関わりがある里

山であって、森林所有者等による持続的な整備が困難な森林について、林業

事業者が間伐等の森林整備を実施することにより、適切な森林経営を実現す

ることを目的とする。

２ 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規

則（令和３年皆野町規則第１０号）に定めるもののほか、この要綱に定める

ところによる。

(定義)

第２条 この要綱において、使用する用語の定義は次の各号に定めるところに

よる。

(1) 林業経営体 埼玉県意欲と能力のある林業経営体等の公募・公表要領第

６条第１項に基づき、埼玉県知事の認定を受けた者

(2) 育成経営体 埼玉県意欲と能力のある林業経営体等の公募・公表要領第

６条第２項に基づき、埼玉県知事の認定を受けた者

(3) 自伐林家 自己所有森林において森林の経営や管理を行う者

(4) 自伐型林業者 森林は所有していないが、森林の経営や管理を行う者

(5) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、地震、噴火、その他の異常な自然現象に

より生ずる被害

(6) 被災森林 自然被害により、幹折れや倒木が発生した森林

(7) 生活保全林 住民の生活環境保全上重要であると認める森林(倒木や竹

等を含む)で、林縁からの奥行きが概ね２０ｍ以内の連続した森林

（補助対象者）

第３条 事業主体は、秩父郡市内に在住又は事業所もしくは営業所を有する次

に掲げる者とする。

(1) 林業経営体又は育成経営体

(2) 自伐林家

(3) 自伐型林業者

（対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、町内

にある森林において実施される次に該当する事業とする。

(1) 森林経営計画が策定できない小規模森林整備



ア 施業履歴が５年以上ないこと

イ 間伐率が２０％以上３０％以下であること

ウ １施業地の森林整備面積は、０.０５ヘクタール以上５ヘクタール以内

であること

エ 埼玉県地域森林計画の対象森林であること

(2) 自然災害復旧森林整備

ア 被災森林における森林整備であること

イ １施業地の森林整備面積は、０.０５ヘクタール以上であること

ウ 埼玉県地域森林計画の対象森林であること

(3) 生活保全林整備

ア １施業地の森林整備面積は、０．０５ヘクタール以上であること

イ 住民の生活環境保全上重要であると認める森林（倒木や竹等を含む）

で、林縁からの奥行きが概ね２０ｍ以内の連続した森林であること

２ この要綱による補助金と同様の趣旨で交付される国、県等の補助金等を受

けて実施する事業については、対象事業としない。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

別表第１に定める経費とする。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表第２に定める額と精算額

の補助対象経費とのいずれか低い方の額以内とする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する前までに、

みなのの森林整備事業補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなけ

ればならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) みなのの森林整備事業実施計画書（様式第２号）

(2) 事業実施に要する費用を明らかにできる書類

(3) 施業予定地の位置図

(4) 施業予定地の現況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

（交付決定）

第８条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付を決定したときは、みなのの森林整備事業補助金交付決定通知

書(様式第３号）により、当該申請者に通知するものとする。



（補助事業の変更）

第９条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業の内容又は経費の変更（軽微な変更を除く。）を必要とする場合

は、みなのの森林整備事業変更承認申請書（様式第４号）を町長に提出し、

承認を受けなければならない。

２ 町長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内

容を審査し、補助金の内容を承認したときは、みなのの森林整備事業補助金

変更交付決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。

（実績報告）

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から３０日

以内にみなのの森林整備事業実績報告書（様式第６号）を町長に提出しなけ

ればならない。

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) みなのの森林整備事業実績確認書（様式第７号）

(2) 事業実施に要した費用が明らかにできる書類

(3) 施業地の位置図

(4) 作業前、作業中、作業後の写真

(5) 間伐面積の分かる資料

(6) その他町長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１１条 町長は、前条第１項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに

その内容を審査し、適当と認められるときは交付する補助金の額を確定し、

みなのの森林整備事業補助金額確定通知書（様式第８号）により通知するも

のとする。

（補助金の請求）

第１２条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかにみなのの森林整備事

業補助金請求書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し）

第１３条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業を中止したとき。

２ 町長は、前項の規定による交付決定の取り消しを決定したときは、みなの

の森林整備事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により通知する

ものとする。



(補助金の返還)

第１４条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定め

てみなのの森林整備事業補助金返還通知書（様式第１１号）により、その補

助金に相当す

る金額の全部又は一部を返還させることができる。

（委任）

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和４年８月１日から施行する。

別表第１（第５条）

別表第２（第６条）

区分 内容

資材費 事業を実施するのに必要な資材（燃料、消耗機材を含む）に要

する費用

労務費 事業を実施するのに必要な労務に係る費用

準備費 事業を実施するのに必要な準備及び片付けに係る費用

運搬費 事業を実施するのに必要な機械器具等の運搬に要する費用

機械器具損

料及び賃料

事業を実施するのに必要な機械器具損料及び賃料

安全費 事業を実施するのに必要な安全対策等に要する費用

事務費 事業を実施するのに必要な事務に係る費用

事業区分 条件 補助金

小規模森林

整備１

施業履歴が５年以上ない森林で

間伐率３０％で施業面積が０．

０５ヘクタール以上５ヘクター

ル以内

切捨て間伐（定性間伐）

平均胸高直径２２㎝未満

２６８，２００円/㏊

平均胸高直径２２㎝以上

３０６，９００円/㏊

切捨て間伐（列状間伐）

平均胸高直径２２㎝未満

２３５，８００円/㏊

平均胸高直径２２㎝以上

２７９，９００円/㏊



搬出間伐（定性間伐）

搬出材積４０～６０㎥未満

３３１，２００円/㏊

搬出材積６０～８０㎥未満

４３５，６００円/㏊

搬出材積８０㎥以上

５４５，４００円/㏊

搬出間伐（列状間伐）

搬出材積４０～６０㎥未満

２９９，７００円/㏊

搬出材積６０～８０㎥

４０４，１００円/㏊

搬出材積８０㎥以上

５１３，９００円/㏊

小規模森林

整備２

施業履歴が５年以上ない森林で

間伐率２０％で施業面積が０．

０５ヘクタール以上５ヘクター

ル以内

切捨て間伐（定性間伐）

平均胸高直径２２㎝未満

１７９，９００円/㏊

平均胸高直径２２㎝以上

２０３，４００円/㏊

切捨て間伐（列状間伐）

平均胸高直径２２㎝未満

１５８，４００円/㏊

平均胸高直径２２㎝以上

１８５，４００円/㏊

搬出間伐（定性間伐）

搬出材積４０～６０㎥未満

２７８，１００円/㏊

搬出材積６０～８０㎥未満

３７７，１００円/㏊

搬出材積８０㎥以上

４７９，７００円/㏊

搬出間伐（列性間伐）

搬出材積４０～６０㎥未満

２５７，４００円/㏊

搬出材積６０～８０㎥未満

３５６，４００円/㏊



搬出材積８０㎥以上

４５９，０００円/㏊

自然災害復

旧森林整備

自然災害により被災した森林整

備で施業面積が０．０５ヘクタ

ール以上

限度額

１８０，０００円

生活保全林

整備

住民の生活環境保全上重要であ

ると認める森林（倒木や竹等を

含む）で施業面積が０．０５ヘ

クタール以上

限度額

３７０，８００円/㏊

対象事業

・侵入竹の伐採

・笹等刈り払い

・枯死、倒木、不良木の除去


